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平成２２年１２月２日 

JESCO 北海道事業所 

 

活性炭のダイオキシン類濃度の調査等に関するご意見について 

 

第 20 回監視円卓会議の資料 4「北海道 PCB 処理施設第１系統排気について」に関して、

委員の「第 1 系活性炭吸着槽に活性炭を充填したアクリル管を入れて一定期間操業後に活

性炭吸着槽の活性炭交換時にアクリル管を取り出し、アクリル管の入口及び出口部分それ

ぞれの活性炭の DXNs 濃度の分析を行い、活性炭の DXNs 濃度が高いと思われる入口部か

ら出口部に追い出された可能性があるかどうか見極めることができないか」とのご意見に

ついて、委員のお考えを確認した結果、以下のように対応することに致しましたのでご報

告致します。 

 

○委員のご意見 

・ 第 1 系統の活性炭吸着槽の排気の接地面積が 20 ㎡程あるので、活性炭を充填した

アクリル管を活性炭吸着槽の前後左右に 4 本程度排気の流れる方向に沿って敷設し、

次回の活性炭交換時に設置し、入口部と出口部の活性炭の DXNs 濃度を分析して濃度

変化を確認頂きたい。 

・ 活性炭吸着槽内の活性炭入りアクリル管は、管内の排気が阻害されないように注意

し、槽内から取り出すときは、そっと引き上げて管内の活性炭は押し出せば位置の乱

れは発生しないと思われるのでアクリル管の入口部と出口部の DXNs 濃度の濃度変化

を確認できると思う。 

○委員のご意見に対する JESCO の考え 

・ 活性炭吸着槽内の活性炭は、排気の流れを均等に確保するよう槽内に均一に充填し

てあります。活性炭槽内に活性炭と材質の異なるアクリル管を入れると、アクリル間

の廻り（特に下部）やアクリル管内（特に上部）に排気の通り道をつくることになり

かねません（リークの恐れが発生する）ので、安全機能の低下につながります。 

・ また、活性炭槽内とアクリル管の内部の活性炭を同じ充填密度にすることは困難であ

り、均等な排気の流れを確保できないと活性炭の DXNs 濃度の分析結果も信頼できな

い値となります。 
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・ したがって、この方法での実施は避けたいと考えております。 

・一方、活性炭吸着槽から活性炭を取り出す際に、ピートサンプラーを用いることによ

り吸着槽内の層が乱れないように採取(＊１)し、分析することで、槽内の濃度分布を

求めることができるものと考えられます。 

    

（＊１）２槽の活性炭について、それぞれ吸引側・中央・排気側の 3 箇所の横位置で採取

したものをサンプルとし、計 6(2×3)サンプルを分析する。なお各サンプルはそれ

ぞれ上部・中央部・下部の高さでサンプリングし混合したものを用いることとす

る。またダイオキシン類の分析は特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に

係る基準の検定方法（厚告 192 号）別表第１に準じる。 

 

活性炭吸着槽内の排気の流れと活性炭サンプリングイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まとめ 

  これらのことから、活性炭吸着槽内に活性炭入りアクリル管を敷設することは行わ

ず、次回の活性炭交換時期に、槽内の入口部と出口部の活性炭をできるだけ乱さない

ように採取して、活性炭の DXNs 濃度を分析することとしたい。 

 

 

 

活性炭槽全体寸法：横 3.1m×長さ 9.1m×高さ 2.9m 
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